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税務

令
和
5
年
10
月
1
日
よ

り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

（
適
格
請
求
書
等
保
存

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て

よ
く
あ
る
質
問
集

税
理
士
法
人
ア
フ
ェッ
ク
ス

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

税
理
士
・
公
認
会
計
士

金
子
尚
貴

方
式
）
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
（
図

表
）。
本
稿
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
に
関
す
る
よ
く
あ
る
質
問
と
回
答

の
例
を
紹
介
し
ま
す
。

１
．
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
を
利
用
し
た
際
の

注
意
事
項

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
た

際
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利
用

明
細
書
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社

か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利
用
明
細
書
は
、
イ

ン
ボ
イ
ス
（
適
格
請
求
書
）
に
該
当

し
ま
せ
ん
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
た

際
に
は
、
そ
の
商
品
を
購
入
し
た
店

舗
等
か
ら
交
付
さ
れ
た
イ
ン
ボ
イ
ス

の
保
存
が
な
い
と
、
消
費
税
の
仕
入

税
額
控
除
の
適
用
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
よ
っ
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

利
用
し
た
際
も
、
イ
ン
ボ
イ
ス
は
必

ず
受
領
し
、
保
管
し
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
高
速
道
路
に
お
け
る
E
T

C
料
金
を
E
T
C
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
高

速
道
路
利
用
の
内
容
が
わ
か
る
E
T

C
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
明
細

書
と
、
利
用
し
た
高
速
道
路
会
社
等

の
一
取
引
に
係
る
利
用
証
明
書
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
併
せ
て
保
管
す
る

こ
と
で
、
仕
入
税
額
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
よ
っ
て
、
複
数
の
高
速
道

路
会
社
等
の
利
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
会
社
ご
と
に
、
任
意
の
利
用
1

回
分
の
み
の
利
用
証
明
書
を
取
得
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
E
T
C
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
利
用
の
場
合
の
利
用
証
明
書
は
、

高
速
道
路
会
社
が
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
「
E
T
C
利
用
照
会
サ
ー
ビ

ス
」
に
登
録
し
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
に
よ
り
、
電
子
簡
易
イ
ン
ボ
イ

ス
と
し
て
取
得
で
き
ま
す
。

２
．
交
付
を
受
け
た
イ
ン
ボ
イ
ス
に

誤
り
が
あ
っ
た
場
合
の
対
処
法

　

交
付
を
受
け
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記

載
事
項
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
発
見

し
た
場
合
に
は
、
勝
手
に
修
正
す
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
売
り
手

の
事
業
者
よ
り
、
修
正
し
た
イ
ン
ボ

イ
ス
の
交
付
を
改
め
て
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
売
り
手
事
業
者

に
修
正
イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
依
頼
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
取
引
に
お
い
て
「
仕
入
明

細
書
等
」
を
利
用
し
て
い
る
ケ
ー
ス

に
お
い
て
は
、
買
い
手
側
で
イ
ン
ボ

イ
ス
の
記
載
事
項
の
誤
り
を
修
正
し

た
仕
入
明
細
書
等
を
作
成
し
、
売
り

手
で
あ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

に
修
正
内
容
の
確
認
を
受
け
る
こ
と

に
よ
り
、
売
り
手
側
は
改
め
て
修
正

イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
す
る
必
要
は
な

い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
．
家
事
共
用
資
産
を
譲
渡
し
た
場

合
の
イ
ン
ボ
イ
ス
の
注
意
点

　

個
人
事
業
者
が
、
家
事
共
用
資
産

を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
使
用
率
や

使
用
面
積
割
合
な
ど
を
用
い
て
事
業

専
用
部
分
を
合
理
的
な
基
準
で
区
分

し
、
事
業
専
用
部
分
の
取
引
金
額
を

基
に
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
記
載
す
る
金

額
を
計
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

出所：国税庁「適格請求書等保存方式の概要−インボイス制度の理解のために−」
（令和5年7月）より抜粋

図表　仕入税額控除の要件

〜令和5年9月
【区分記載請求書等保存方式】

令和5年10月〜
【適格請求書等保存方式】

（インボイス制度）

帳簿 一定の事項が記載された
帳簿の保存

区分記載請求書等保存方式
と同様

請求書等 区分記載請求書等
の保存

適格請求書（インボイス）等
の保存

ここが
変わります
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例
え
ば
、
個
人
事
業
者
が
事
業
専

用
割
合
80
％
の
中
古
車
を
40
万
円
で

売
却
し
た
場
合
に
は
、
事
業
専
用
部

分
32
万
円
（
40
万
円
×
80
％
＝
32
万

円
）
と
、
家
事
使
用
分
8
万
円
（
40

万
円

－

32
万
円
＝
8
万
円
）
を
区
分

し
た
上
で
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
記
載
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
専
用
部
分
32
万
円
に

つ
い
て
は
、
消
費
税
10
％
分
で
あ
る

2
万
9
0
9
0
円
（
32
万
円
×
1
1

0
分
の
10
＝
2
万
9
0
9
0
円
）
の

表
記
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
中
古
車
買
取
業
者
な
ど

の
古
物
営
業
者
が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発

行
事
業
者
で
な
い
消
費
者
等
か
ら
買

い
受
け
た
販
売
用
中
古
車
な
ど
の
古

物
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保

存
は
不
要
で
す
。
そ
の
古
物
営
業
者

に
お
い
て
は
、
帳
簿
の
保
存
の
み
で

仕
入
税
額
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

４
．
不
動
産
を
借
り
た
場
合
の
保
証

金
の
取
り
扱
い
で
注
意
す
べ
き
点

　

不
動
産
の
賃
貸
借
契
約
を
し
た
際

に
借
主
が
支
払
っ
た
保
証
金
に
つ
い

て
は
、
借
主
に
返
還
し
な
い
こ
と
が

約
定
さ
れ
て
い
る
部
分
の
金
額
に
つ

い
て
注
意
す
べ
き
点
が
あ
り
ま
す
。

　

返
還
し
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
保
証
金
額
は
、
償
却
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
償
却
の
タ
イ
ミ
ン
グ

は
、“
契
約
終
了
時
に
償
却
す
る
”

こ
と
が
契
約
当
初
か
ら
定
め
ら
れ
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
契
約
終
了

時
で
は
な
く
、
契
約
締
結
時
に
償
却

し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
注
意
が
必

要
で
す
。

　

事
業
目
的
で
借
り
て
い
る
場
合
、

そ
の
償
却
し
た
保
証
金
の
金
額
は
借

主
側
で
は
課
税
仕
入
れ
と
な
り
ま
す
。

一
方
、
貸
主
側
で
は
課
税
売
上
と
し

て
計
上
さ
れ
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始
後
は
、
仕

入
税
額
控
除
を
行
う
た
め
に
は
、
貸

主
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
賃

貸
契
約
締
結
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
貸
主

か
ら
“
保
証
金
償
却
に
係
る
イ
ン
ボ

イ
ス
”
を
発
行
し
て
も
ら
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
現
行
実
務
で
は
、
返
還

さ
れ
な
い
保
証
金
に
係
る
領
収
書
は
、

契
約
終
了
時
に
交
付
さ
れ
る
ケ
ー
ス

が
多
い
た
め
、
契
約
締
結
時
に
領
収

書
を
交
付
す
べ
き
と
い
う
認
識
が
貸

主
側
に
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

ト
ラ
ブ
ル
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、

契
約
締
結
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
借
主
側

か
ら
貸
主
側
に
保
証
金
償
却
に
係
る

イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
を
求
め
る
よ
う

に
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

５
．
イ
ン
ボ
イ
ス
に
記
載
す
る
名
称

に
つ
い
て
の
注
意
点

　

法
人
の
場
合
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
記

載
す
る
名
称
は
、
正
式
な
法
人
名
で

な
く
、
屋
号
（
お
店
の
名
前
）
で
も

構
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
取
引
先
が

イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
を
し
て
い
る
の
か
、

イ
ン
ボ
イ
ス
番
号
に
間
違
い
は
な
い

か
を
調
べ
る
際
に
、
国
税
庁
「
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
公
表
サ
イ
ト
」

で
検
索
し
た
場
合
に
は
、
法
人
の
正

式
な
商
号
だ
け
が
表
記
さ
れ
ま
す
。

屋
号
は
表
記
さ
れ
な
い
た
め
、
イ
ン

ボ
イ
ス
に
屋
号
だ
け
を
記
載
し
て
い

る
と
、
公
表
サ
イ
ト
に
表
記
さ
れ
た

商
号
と
同
一
の
事
業
者
な
の
か
判
別

が
つ
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、

電
話
番
号
な
ど
を
記
載
し
、
イ
ン
ボ

イ
ス
を
交
付
す
る
事
業
者
を
特
定
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
屋
号
や
省
略

し
た
名
称
等
の
記
載
で
も
問
題
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
電
話

番
号
等
に
よ
り
、
同
一
の
事
業
者
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
状
況
で
あ

れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
実
務
上
は
、
イ
ン
ボ
イ

ス
に
屋
号
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、

正
式
な
商
号
も
併
記
し
た
方
が
混
乱

が
生
じ
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
正

式
な
商
号
を
イ
ン
ボ
イ
ス
に
記
載
す

る
こ
と
に
特
段
の
支
障
が
な
い
登
録

事
業
者
の
場
合
に
は
、
併
記
を
検
討

す
る
の
も
一
案
で
す
。

６
．
免
税
事
業
者
は
領
収
書
等
に
消

費
税
額
を
記
載
可
能
か

　

消
費
税
法
上
、
免
税
事
業
者
は
請

求
書
等
に
消
費
税
額
を
記
載
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
規
定
は
あ
り
ま
せ

ん
。
よ
っ
て
、
免
税
事
業
者
が
請
求

書
や
領
収
書
に
消
費
税
額
を
記
載
す

る
こ
と
は
、
特
段
問
題
な
い
と
言
え

ま
す
。
一
方
で
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に

は
「
交
付
禁
止
書
類
」
の
規
定
が
あ

り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
以
外

の
者
が
作
成
し
た
書
類
が
、
イ
ン
ボ

イ
ス
等
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ

れ
の
あ
る
表
示
を
す
る
こ
と
を
禁
止

し
て
い
ま
す
。
免
税
事
業
者
が
請
求

書
等
に
消
費
税
額
を
記
載
す
る
こ
と

で
、
交
付
禁
止
書
類
に
該
当
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
一
見
思
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
免
税
事
業
者
が
作

成
す
る
請
求
書
等
に
消
費
税
額
が
記

載
さ
れ
て
い
て
も
、
直
ち
に
交
付
禁

止
書
類
に
該
当
す
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
よ
う
で
す
。


